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4 国内での CSF発生を受けて実施した 

養豚農家に対する飼養衛生管理指導 

 

○向井悠太 

 

要約 

 国内で 26年ぶりに発生した豚熱（CSF）は令和元年 9月に埼玉県で発生するなど、都への CSF侵入リ

スクが高まっている。また、国では、防護柵の設置義務化などを盛り込んだ飼養衛生管理基準の改正を

予定している。これを受けて、養豚農家の防疫体制を強化するため、以下の取組を実施した。 

 従来の飼養衛生管理基準の指導は、①定期検査（採血）時に実施していたため、十分な時間が取れず

具体的な改善策の提案が困難であった。②口頭での指導のため、養豚農家にとって指導内容の把握が困

難であった。③年 1回の指導のため、改善確認やフォローアップが困難なことにより、不適事項が毎年

ほぼ同じであった。そこで、今年度は、①定期検査とは別に飼養衛生管理基準指導のための立入指導を

行うことにより、指導に時間をかけ、不適事項について実施すべき理由や養豚農家の実態に応じた具体

的な改善策を提案した。②絵や写真を用いて視覚的に分かりやすい資料を作成し、文書による指導を実

施した。③年 2回の立入指導を行うこととし、改善確認およびフォローアップを実施した。その結果、

多くの養豚農家で飼養衛生管理基準の遵守状況の改善がみられた。 

 さらに、都は今年度、CSF に対する緊急防疫対策として、防護柵、防鳥ネット、車両消毒設備、更衣

設備の設置などを対象に補助事業を実施している。家畜保健衛生所（家保）は養豚農家への事業説明、

意向確認、設置指導を実施し、事業の推進に寄与した。 

 

 

 埼玉県では野生いのししにおいて、CSFが継

続して発生しており、青梅市の養豚農家から埼

玉県の最も近い陽性の野生いのしし発見場所ま

で約 7㎞となっている。都への CSF侵入リスク

は非常に高い状況であり、早急に養豚農家の防

疫体制を強化する必要ある。一方、岐阜県や愛

知県の発生農場では、飼養衛生管理基準が遵守

されていない例が多く確認されたことから、国

は文書指導とその後の改善確認を行うよう技術

的助言を発出した。これにより、家保はより効

果的な衛生指導を実施することが求められてい

る。さらに、今後、飼養衛生管理基準の改正が

予定されており、養豚農家は防護柵、防鳥ネッ

ト、更衣設備の設置、消毒記録の整備など、ハ

ード・ソフト両面で対応する必要がある。 

 法改正や国の技術的助言に対応するとともに、

早急に養豚農家の防疫体制を強化するため、以

下の 2つの取組を実施した。 

 

飼養衛生管理基準の指導方法の改善 

現状および課題 

 ここ数年の飼養衛生管理基準の指導では次の

ような課題があった。第 1に、定期検査（採血）

に飼養衛生管理基準の指導を実施していたため、

指導に十分な時間をかけられなかった。そのた

め、各指導項目について、畜主からの聞き取り

を行うのみで、実際の現地確認ができないこと

もあった。これにより、養豚農家の実態に応じ

た具体的な改善策の提案が困難な状況であった。

第 2に、指導が口頭のみであったため、畜主は
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指導内容を理解しづらく、すぐに忘れてしまう

ことも多かった。第 3に、指導が年 1回のみで

あり、不適事項について改善確認やフォローア

ップができない状況であった。これらから、養

豚農家は飼養衛生管理基準に沿った改善意欲が

わかず、不適事項は毎年ほぼ同じであった。 

改善内容 

 そこで、今年度は以下のとおり指導方法を改

善した。第 1に、定期検査とは別に立ち入りし、

飼養衛生管理指導のみを実施した。これにより、

畜主からの聞き取りだけでなく、実際に現状を

確認することができた。また、不適事項につい

て実施すべき理由や養豚農家の実態に応じた具

体的な改善策を提案することができた。第 2に、

口頭指導に加え、文書指導を実施した。絵や写

真を用いて視覚的に分かりやすい資料を作成し、

後日郵送した（図 1）。 

 

 

 また、記録に不備があった農家へは参考様式

を同封した（図 2）。第 3に、指導回数を年 2回

に増やした。初回の立ち入り時に次回の立ち入

り予定時期を伝え、それまでに改善するよう指

導し、改善確認およびフォローアップを実施し

た。 

 

 

指導結果 

 10戸の養豚農家を対象に指導を実施したと

ころ、車両消毒の実施、踏み込み消毒槽の設置、

飲用水への野生動物の排せつ物混入防止対策、

野生動物侵入対策（飼料の保管方法）など、飼

養衛生管理基準の遵守状況の改善がみられた

（図 3）。 

 

 

CSF防疫緊急対策事業の推進 

事業の概要および実施方法 

 都は今年度、CSFに対する緊急防疫対策とし

て補助事業を実施している。本事業は、補助率

10/10以内、補助上限額は 1農家あたり 3千万

円、対象は防護柵や防鳥ネットの設置、人や車

両に対する消毒設備の設置、更衣や長靴履き替

え設備の設置など、飼養衛生管理基準改正案の

ハード面の整備に対応できる内容となっている。

また、事業を円滑に推進するため、農業振興事

務所、農業改良普及センター、家保で構成され

る事業推進班が設置された。農業振興事務所は

事業の執行、農業改良普及センターは農家と農

業振興事務所とのパイプ役および書類作成支援、

家保は改正予定の内容を含む飼養衛生管理基準

に係る調査・指導を担当した。家保は農業改良
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普及センターと協力して養豚農家 10戸を緊急

巡回し、飼養衛生管理基準改正案および事業の

概要を説明した。また、事業を活用する意向の

ある農家に対して、現場を確認しながら設置指

導を実施した。その後、農家毎に調査結果を取

りまとめ、農業振興事務所および農業改良普及

センターと情報を共有した。 

調査結果および指導内容 

 防護柵、車両消毒設備、飼養衛生管理区域境

界における更衣設備、防鳥ネットついて整備状

況を調査したところ、すべてで「なし」または

「不十分」であった（図 4）。 

 

 また、事業を活用する意向を調査したところ、

2戸が廃業を決断し、1戸は重大な経営判断にな

ることから回答を保留した。他の 7戸について

は、防護柵は全農家が設置を希望し、車両消毒

設備、更衣設備、防鳥ネットは意向あり・なし

が半々であった（図 5）。 

 
 

 都内の養豚農家は住居が豚舎に囲まれていた

り、これら施設の設置スペースが確保できない

ことも多く、指導が困難な事例があった。防護

柵は飼養衛生管理区域の境界上に設置するのが

望ましいが、住居も含めて囲わざるを得ない事

例もあった。車両消毒設備では、手持ち動噴を

所有していても活用されない事例が散見されて

いたことから、センサー付きの自動消毒装置の

設置を勧めたが、排水の問題で希望しない農家

も多かった。そこで、手持ち動噴を整備する場

合は、消毒が確実に実施されるよう消毒マニュ

アルや消毒記録の整備を指導した。更衣設備に

ついては、飼養衛生管理区域の境界上に設置で

きない農家に対しては区域の見直しを提案した。

防鳥ネットは網目が 2㎝以内と規定されている

ため、通風悪化の懸念から希望しない農家もあ

った。そこで、必要性を丁寧に説明するととも

に、暑熱対策の助言も実施した。 

 

課題と今後の方針 

 本事業や飼養衛生管理基準の改正案について

理解を得られない事例もあった。設備の耐用年

数が経過する前に廃業した場合は補助金を返還

する必要があることから、数年以内に廃業を考

えている農家は本事業を活用できなかった。ま

た、防護柵などを設置しても CSFの発生を防ぐ

ことはできないという考えから、整備に消極的

な農家もあった。しかし、飼養衛生管理基準改

正後は指導の対象となるため、家保は、飼養衛

生管理基準を遵守することの重要性を丁寧に説

明するとともに、CSF発生のリスクを低減させ

る方法を提案していく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 


